
※平成25年度に実施した事業を評価しています

- 14 - 01 - 00 予算事業名

会計 10 款 9 項 01 目 02

１．事業の位置付けと関連計画、関連事業等
第三次川越市総合計画上の位置付け（太枠内） 位置付けなしの場合

２．事業の目的と概要

３．実施にかかるコストと実績 (単位:千円)

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

※26年度、27年度の事業費、人件費は見込額

４．成果指標・活動指標による分析
※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

単位
(目標)

(実績) 年度

(目標)

(実績) 年度

(目標) 11.0 26
(実績) 12.0 年度

(目標) 100.0
(実績) 100.0 年度

５．事業の実施を通じた分析

平成26年度　事務事業評価シート

事務事業名称 防災施設の整備・充実 継続

コード 25 防災施設設置管理

担当部署 総務部 防災危機管理課 防災担当 予算事業コード

法令による実施義務 義務ではない

基本目標(章) 6章 人と人とのつながりを感じ、安全で安心して暮らせるまち 実施計画事業名 防災施設の整備・充実

方向性（節） 2節 安全で安心な暮らしの確保 個別計画等の
名称

川越市地域防災計画
施策 1 防災体制の整備

細施策 2 災害応急対策の充実
当事業に関連
する事務事業

なし事業実施の根拠となる
法令・条例等

災害対策基本法

事業の目的
（誰・何を対象に、何の
ために実施するのか）

全ての市民を対象に災害時において罹災した市民等の生活に必要な飲料水・食料・生活必需品の円滑な供
給を行う。また、災害情報の伝達手段として防災行政無線などを確保する。

事業の概要
（活動内容、実施手段・

方法など）

毎年度、防災行政無線及び災害用給水井戸の保守点検・維持管理を業務委託する。また、市内１４箇所の備
蓄庫及び市立小中学校と、市立高校（55校）の備蓄品保管室の備蓄を実施する。

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

予算額 37,009 34,735 57,484 50,777 60,488

（26年度予算額大幅増／減の理由）

事業費 33,408 33,404 53,381 45,863 60,488 60,488

69,292 69,292

人件費 3,669 3,669 5,136 8,804 8,804

0.50人 0.70人 1.20人 1.20人

8,804

総コスト（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 37,077 37,073 58,517 54,667

1.20人

臨時職員（1年間の従事人数）

正規職員（1年間の従事人数） 0.50人

12 12

国県支出金 403

37,061 58,505 54,655 69,280

その他特定財源 12 12 12 12

69,280

評価指標 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度目標値 将来目標値

市の財政負担（＝Ｃ－Ｄ－Ｅ） 36,662

成果
備蓄品保管室設置数 ％ 100.0 100.0 100.0

指標の定義・説明 修繕完了/修繕発生率×100

指標の定義・説明 備蓄品保管室設置校/55校×100

災害用給水井戸の保
守率

％

成果
情報伝達手段数 個 4.0 6.0

100.0
成果

100.0 100.0

13.0 13.0

指標の定義・説明 市民への防災情報伝達手段数

10.0

成果
防災行政無線の保守
率

％ 100.0 100.0 100.0 100.0

指標の定義・説明 修繕完了/修繕発生率×100

災害時の情報伝達手段は広く確保できているが、それぞれ発信手続きを個別に行う必要があり、緊急時により適切に対応するには発信
手続きを一元化する必要がある。

⑵　比較参考値（他市での類似事業の例など）

⑶　事業を廃止・縮小したときの影響

防災施設の整備充実を推進していくことは、災害発生時の市民生活の安定を確保するために重要な役割を担っている。

指標に基づく評価
平成25年度は、地域防災拠点と各避難所の通信を確保するため、簡易デジタル無線を導入した。また、ＪＣ
Ｎ関東と防災情報等の放送に関する協定を締結し、災害時の情報伝達手段の確保を進めた。

⑴　現在の課題と状況 効率性に課題
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防災施設の整備・充実事務事業名称
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防災施設設置管理業務 

防災施設設置管理業務では、市内の防災体制の整備を備蓄物資や備蓄品保管

室、災害用給水井戸、防災行政無線の整備などハード面からアプローチしてい

くものです。 

 

過去 5年間の事業別決算状況については次のとおりです。 

 

目 H21決算 H22決算 H23決算 H24決算 H25決算

防 災 費

9,468,252 8,557,745 11,740,871 18,501,343 15,390,968

消 耗 品 費 6,442,537 6,054,489 8,364,004 13,281,990 13,007,284

燃 料 費 0 0 0 0 0

食 糧 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 費 750,790 779,933 794,496 851,436 934,711

修 繕 費 2,274,925 1,723,323 2,582,371 4,367,917 1,448,973

賄 材 料 費

医 薬 材 料 費

被 服 費

854,848 643,159 1,486,465 744,609 459,125

通 信 運 搬 費 335,098 335,299 361,545 380,519 373,025

手 数 料 519,750 307,860 1,124,920 364,090 86,100

筆 耕 翻 訳 料

保 険 料

19,434,450 18,489,450 18,457,950 22,146,600 18,361,350

業 務 委 託 料 598,500 4,488,750 1,753,500

設 計 ・ 管 理
委 託 料

施 設 ・ 備 品 管 理
委 託 料

19,434,450 18,489,450 17,859,450 17,657,850 16,607,850

822,254 831,294 831,294 832,614 832,614

4,389,000 4,457,250 0 6,735,750 0

403,908 837,900 4,348,365 10,746,635

25,350 25,350 49,750 72,350 72,350

34,994,154 33,408,156 33,404,230 53,381,631 45,863,042

節

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金

報 酬

賃 金

報 償 費

普 通 旅 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使 用 料 及 び 賃 借 料

工 事 請 負 費

原 材 料 費

備 品 購 入 費

貸 付 金

積 立 金

防 災 施 設 設 置 管 理 計

・H24から備蓄品のカンパンを缶入パンに切

り替え。
・自治会長貸与用防災ラジオを購入

・帰宅困難者対策用　カロリーメイト　他

防災行政無線子局
移設工事　２件

電源改修工事　１件

防災行政無線子局
移設工事　２件

避難所案内標識
移設工事　１件

スモークマシン

煙体験ハウス　購入

被災地支援物資分増

おかゆ・カンパン・アルファ米

防災行政無線音達調査業務委託分　増

防災行政無線移動系子局
中央・南・北公民館分　購入

防災行政無線音達調査業務委託分　増

防災行政無線子局

移設工事　１件
増設工事　１件

名細備蓄庫雨水流出対
策工事　１件

災害対策用備蓄品

パーテーション　購入

川越市防災行政無線基本計画策定
業務委託分　増

※別資料有り



 

支出のうち主なもの及びその使途は次のとおりです。 

 ・需用費 

消耗品費 

缶入パンやアルファ米などの備蓄食料や、その他日用品などの備蓄

物資購入 

   修繕費 

     水害対策用排水ポンプや、災害用給水井戸、防災行政無線等の修繕 

 ・委託料 

業務委託料 

     防災行政無線のデジタル化に向けて、平成 2３、２４年度には難聴

地域調査業務委託を実施、平成２５年度には基本計画策定業務委託を

実施 

   施設・備品管理委託料 

     災害用給水井戸及び防災行政無線の維持管理業務や市内備蓄庫の除

草業務委託を実施 

 ・使用料及び賃借料 

     防災行政無線子局及び高階第２備蓄庫の土地使用料 

 ・工事請負費 

     多くは防災行政無線子局の移設工事 

 ・備品購入費 

     ３万円を超える備蓄資機材（避難所用パーテーションなど）の購入 

    ※平成２５年度予算が大幅に増加している点については、川越市自治

会連合会から指定寄付があったため。購入した物品の内訳について

は、別紙寄付金使途のとおりです。 

 

主な事業内容については次のとおりです。 

 備蓄品の管理・充実 

   川越市の備蓄庫は市内１４箇所に設置され、災害時には各避難所等で不

足する物資を搬入することとしていますが、各避難所においても備蓄品保

管室を学校の余裕教室等を活用し設置させていただき、食糧であれば２，

０００食程度を応急対応分として備蓄しております。 

備蓄食料は５年保存になるため、毎年カンパン・おかゆ・アルファ米を

購入し、入れ替えています。そのうち、カンパンについては平成２４年度

入替から、より食べやすくアレルギー対応となっている缶入パンに切り替

えており、単価上昇により支出額が上がっています。 

   その他、プライバシー保護のための避難所用パーテーションや、平成２

５年度には要援護者対策として可搬スロープ、地域防災拠点と避難所間の

通信手段確保としてのデジタル簡易無線機などを購入しています。 



 

 災害用給水井戸の維持・管理 

   市内２２か所に配置されている災害用給水井戸は、災害時の飲用または

生活用水としての活用を見込んでおり、維持管理が不可欠となっておりま

す。毎月の動作点検と年１回の水質検査をすべての災害用給水井戸に行い、

問題の発生した給水井戸やポンプ用の発電機などは修繕などおこなってお

ります。 

 

 川越市防災行政無線の維持・管理 

   市内２８５か所に設置されている川越市防災行政無線の子局（スピーカ

ー）は設置から２０年以上が経過し、当初の設計時と比べて高層建築物が

増えたことなどから難聴地域が増加しています。また、電波法の改正によ

り、現在のアナログ方式からデジタル方式へ移行する必要があります。 

   平成２５年に、同無線設備のデジタル化に向けた基本計画を業務委託に

より実施しました。今後の予定としては、平成２６年にデジタル化を行う

ことに関する評価を実施、平成２７年に実施設計を行い、平成２８年から

５年程度をかけデジタル化を行う予定としています。 

 

 

 



















 

Ｈ２６年度 外部評価 追加資料 

 

① 情報伝達手段 

  現状整備済み情報伝達手段 …整備年度 

   

防災行政無線 

  防災情報メール 

  川越市ホームページ 

  全国瞬時警報システム（J-ALERT） …H22年度 

  防災行政無線電話応答サービス …H23年度 

エリアメール（ドコモ） …H23年度 

緊急速報メール（ａｕ） …H24年度 

緊急速報メール（ソフトバンク） …H24年度 

  ツイッター …H24年度 

  災害用ブログ …H24年度 

  ケーブルテレビテロップ（J：COM協定に基づく） …H25年度 

 

  ※その他広報車等も活用することができます。 

  ※H24年度に防災ラジオ（防災行政無線の放送受信が可能なラジオ）を購

入し、平成２５年度に自治会長へ貸与したが、自治会長のみのため含め

ていません。 

   

 ○未整備のその他情報伝達手段例 

  個別受信機（防災ラジオ） 

    防災行政無線の難聴世帯では、室内で防災行政無線が聞こえるように

なるため効果的。また、大型商業施設など管内放送と連携することも可

能。 

 

コミュニティＦＭ（地域限定のＦＭ放送局） 

    コミュニティFMの運営元が必要となるが、地域へ向けた音声情報発

信により、定期的に情報の発信が可能。また、設備投資により遠隔操作

による割り込み放送も可能となるため、緊急の対応も可能。 

 

公衆無線ＬＡＮ 

    災害時をはじめ、情報の取得が困難な外国人旅行者等が利用すること

で、必要な情報を自分で探して見つけることができるほか、インターネ

ット経由で国際通信を行うことができる。 

 



 

公共情報コモンズ 

    放送事業者や、新聞社など通信関連事業者が情報を利用できる公共情

報コモンズに市町村の災害情報をまとめて提供することにより、メディ

アへの情報提供の効率化を図るとともに、広く災害情報を伝えることが

できる。 

   

デジタルサイネージ 

    民間との連携や、人口が集中するポイントに設置することにより、視

覚的な災害情報を伝達することができる。 

 

   

② 情報伝達手段の周知方法 

  広報・市ホームページ・防災訓練・防災講話等で周知しています。 

 

③ デジタル簡易無線の設置状況 

  デジタル簡易無線は、平成２５年度の川越市自治会連合会からの寄付金に

より購入したもので、これまで通信手段がなかった地域防災拠点から避難

所間をつなぐ通信手段として整備。また、自治会への貸出しによる啓発用

としても活用しています。 

   

  地域防災拠点 １４か所（市民センター＋中央・北・南公民館） 

   固定型デジタル簡易無線 １台              １４台 

   携帯型デジタル簡易無線 １台              １４台 

 

  各避難所 ６３か所 

   携帯型デジタル簡易無線 ３台             １８９台 

   

  災害対策本部（本庁舎） 

   携帯型デジタル簡易無線 １０台             １０台 

   貸出用 デジタル簡易無線 １０台            １０台 

合計 
２３７台 



防災情報等の放送に関する協定書 

 

川越市（以下「甲」という。）と株式会社 JCN関東（以下「乙」という。）とは、災害時や災

害が発生するおそれがあるときの防災情報等の放送に関し次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の市域において災害対策基本法（昭和 36 年法律第２２３号）第２条

第１項に規定する災害（以下「災害」という。）が発生した場合又は発生するおそれがある

場合、またこれに限らず市民生活の安定を図ることを目的として、川越市内で乙が運営する

ケーブルテレビ（以下「ケーブルテレビ」という。）を利用した災害情報や防災情報等の放

送を行う業務の協力内容について必要な事項を定める。 

 

（業務の内容） 

第２条 甲は乙に対して必要に応じて防災情報等を提供し、乙は提供情報をもとにケーブルテ

レビで放送する。 

【放送チャンネル：111ch（地デジ 11ch）JCN関東チャンネル】 

 その内容については次の各号に定めるものとする。 

(1) 災害が発生、又は発生するおそれがあるときの、甲の要請による緊急放送。 

(2) 防災行政無線等、甲が管理する自治体情報のデータ放送画面での文字表示。 

 

（要請による緊急放送） 

第３条 甲は、災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合について、災害情報を住

民に伝達する必要があると判断した場合には、乙に対して速やかに災害情報を提供し、乙の

番組編成権を侵害しない範囲で放送を行うことを要請することができる。 

２ 甲は、前項の要請を行う場合は、別に定める要請書（様式 1）をもって行うものとする。

ただし、緊急を要する場合には甲は乙に対し口頭により放送の要請を行うことができるもの

とする。この場合においては、要請後速やかに書面を送付するものとする。 

３ 乙は、甲より前項の要請があった場合には、その番組編成基準判断に基づき通常放送に優

先して当該災害情報の放送を実施するよう努めるものとする。 

 

（データ放送画面での文字表示） 

第４条 甲は、データ放送画面での文字表示の必要があると認めたときは、乙に事前の承

諾を受けることなく文字表示を行うことができる。 

２ 文字表示に係る手段及び方法は、甲乙が別途協議して定める。 

３ 文字表示の運用方法、各担当者については、必要に応じて別途定めるものとする。 

 

（データ放送画面での文字表示を行う自治体情報の内容） 

第５条 文字表示を行う自治体情報の内容は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 甲が市民向けに発信する防災行政無線等の緊急行政情報全般 

(2) その他住民の生命又は財産の保全、市民生活向上に関わる事項 

 



 

２ 甲は、乙に対し、情報の正確性を担保するものとする。 

３ 第１項第２号に掲げる事項については、甲乙が協議のうえ、種類、内容等を必要に応じて

別途定めるものとする。 

 

（確認書） 

第６条 甲及び乙は、放送の要請を円滑に行うとともに、放送を迅速かつ的確に行うために、

相互の連絡責任者等を記載した確認書（様式 2）を速やかに取り交わすものとする。 

２ 確認書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に通知する。 

 

（経費の負担） 

第７条 この協定に基づく災害情報等の広報に関する放送料等の費用については、無料とする

ものとする。 

 

（協定内容の見直し） 

第８条 甲及び乙は、この協定内容についての見直しを適宜行い、社会情勢等の変化に対応し

た内容になるよう努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 期間は平成２５年８月２６日から平成２６年８月２５日までとする。ただし、期間満

了前までに甲又は乙のいずれからも書面によって協定の解除の申し出がない場合には、期間

満了日の翌日から１年間、この協定を更新するものとし、以後この例によるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項、その他この協定

に定めのない事項については、その都度、甲乙間で協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上，各 1通を保有する。 

 

平成２５年８月２６日 

 

                 埼玉県川越市元町１丁目３番地１ 
 

            甲    川越市 
 

                 川越市長    川 合 善 明 

 

                 埼玉県さいたま市浦和区常盤９丁目３４番地８ 
 

            乙    株式会社 ＪＣＮ関東 
 

                 代表取締役社長 日 野 廣 生 


